
広報広聴常任委員会会議録 
 

 

１ 日  時  令和２年４月２０日（月）  

１２時１９分開会  １３時１１分閉会  

 

２ 会議場所  役場３階第２委員会室  

 

３ 出席議員  委員長：佐藤幸一 副委員長：深沼達生  

        委 員：川上 均、山下清美、中河つる子、中島里司  

        議 長：加来良明  

 

４ 事務局   事務局長：田本尚彦、次長：宇都宮学、係長：鴇田瑞恵  

 

５ 説明員   なし  

 

６ 議  件  

 

（１）議会だより第１６１号の発行について 

（２）その他 

 

７ 会議録    別紙のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広報広聴常任委員会 【開会 １２：１９ 閉会 １３：１１】 令和２年４月２０日 

 

 

（１）議会だより第 161号の発行について 
 

協議事項・協議結果 

議会だより第 161 号の校正原稿について、事務局より説明を受けて、紙面内容を以下

のとおり協議した。 

 

【休憩 １２：２８（紙面一読のため休憩）】 

【再開 １２：３８】 

 

・表紙 

質疑なし。案のとおり進める。 

・２～３Ｐ（３月定例会のメインページ） 

 事務局より、２Ｐのリード文のうち、「10 日間」を「16 日間」へ訂正する旨の説明

があった。 

 委員より、「３月定例会一般会計予算が修正されたので、修正案に対して町民の意見

を求める文章を入れはどうか」の意見があり、その意見に対し、「修正案は個々の議員

の意思表示で、議論をした上で既に可決されたものである」「意見を聴いても既に議決

された事項で意見を反映することは難しい」「議会だよりは事実に基づいて掲載するも

のであること」など意見があり、委員会で検討した結果、修正案に町民の意見を求め

る文章は入れないこととした。 

 案のとおり進める。 

・４～５Ｐ（予算審査特別委員会） 

  事務局より、４Ｐの子ども 110 番の記事の横のスペースに、子ども 110 番の旗の写真

を掲載したい旨の説明があった。 

 案のとおり進める。 

・６～７Ｐ 

質疑なし。案のとおり進める。 

 ・８～９Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・10～11Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・12～13Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・14～15Ｐ（一般質問） 

事務局より、14Ｐの鈴木議員の一般質問「ふるさと納税 業務委託の考え方は」の再

質問・再答弁の記述について、案のとおり掲載するかどうかの協議を求められた件

について、委員会で協議をした結果、質問の要約は質問をした議員が行っており、

要約には再質問も含めるという運用を行ってきており、再質問を載せること事態は

問題ないが、再質問の記述を「また、委託業者と監督する側との頻繁な会食が見受

けられ、このことは公務員倫理規程に抵触すると思われるが見解を伺う」から「ま

た、委託業者と監督する側との頻繁な会食が見受けられるが見解を伺う」に改め、

副町長の再答弁は案のままとすることにした。 

・16Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・17Ｐ（委員会レポート・閉会中の委員会活動） 

質疑なし。案のとおり進める。 

  



・18Ｐ（陳情・意見書・議会モニターからひとこと） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・19Ｐ（議会報告会と町民との意見交換会・臨時会ダイジェスト・議会のうごき・新型コロナウイルス

感染予防案内） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・20Ｐ（町民にインタビュー・表紙の写真・議会の傍聴案内） 

  委員より、「新型コロナへの対応のため傍聴を制限しているところが多く見受けられ

るが、傍聴を積極的に案内する表現を変える必要があるのではないか」の意見があり、

委員会で協議を行った結果、「議会を傍聴してみませんか」の見出しを「議会を開催し

ます」などの表現に変え、「傍聴は審議の状況を直接ご覧になれる身近な方法です。役

場３階に気軽にお越しください」の文章を削ることとした。 

 

 

（２）その他 

協議事項・協議結果 

 次回（４回目）の委員会は４月２７日（月）臨時会終了後に開催することに決定した。 


